
公募型プロポーザル方式に係る手続き開始のお知らせ 

 

次のとおり提案書の提出を求めます。 

なお、本プロポーザルは平成２９年度以降の契約の準備行為であり、契約の締結は本事業に

係る予算が成立し、予算配当があることを条件とします。 

 

平成２８年１２月１４日 

 

１ 概要 

（１）契約予定件名 

   児童手当等の支給に関する作業委託 

 

（２）目的 

  世田谷区の児童手当等支給事務を適正に行うため、児童手当等における現況届の処理

作業等の一連の業務を正確に、迅速に、かつ効率的に行う。 

 

（３）業務内容 

①各種通知書等の印刷・印字等作業（以下、「各種通知書等作成作業」（単価複数払契約） 

   ・認定通知書の印刷：区から提供する原稿を元に圧着ハガキに印刷する。 

   ・認定通知書の印字：区から提供する通知書用データを元に圧着ハガキに印字する。 

②現況届等の印刷・印字等作業（以下、「現況届等作成作業」という。）（単価複数払契約） 

   ・各種帳票の印刷：区から提供する原稿を元に、各種帳票を印刷する。各種帳票は、

現況届、案内文、送付用窓あき封筒、返信用封筒等。 

   ・現況届の印字：区から提供する印字データを元に印字する。 

・現況届の封入・封緘・発送 

③現況届の処理作業（以下、「現況届処理作業」という。）（単価複数払契約） 

・ 区から受領した未開封現況届を開封し、仕分けをする。 

・ 現況届を、エスカレーション現況届、不備現況届、ＯＫ現況届に分類する。 

・ エスカレーション現況届再処理を行う。 

・ 不備現況届補正処理を行う。 

・ ＯＫ現況届データの作成・納品。 

④現況届の電話対応業務（以下、「電話対応業務」という。）（総価一括払契約） 

・ 区が提供する「対応表」により、問い合わせに電話対応する。 

・ 対象：署名または捺印、保険証コピー等の添付で簡易に完成できる現況届を送付し

ている受給者。 

 

（４）履行期間 

契約の日（平成２９年４月 1日予定）から平成３２年３月３１日まで 
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※ただし、契約は単年度ごととし、各年度における本事業の予算配当があり、かつ平

成３０年度以降の契約については前年度の履行状況が良好であることを契約締結

の条件とする。 

 

（５）対象世帯総数 

   約 ６７，０００世帯 

 

２ 参加資格 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項の規定に該当する

者でないこと。 

（２）世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（３）世田谷区から、入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

（４）都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。 

（５）平成２３年度以降、人口４０万人規模以上の地方自治体において児童手当現況届等

処理作業と同種の業務又は類似業務について実績があること。 

（６）プライバシーマークまたはＩＳＭＳ認証を取得しているか、もしくは自社において

これらの資格を取得している者と同等程度の個人情報保護に関する社内規定を設

けていること。 

 

３ 提案者の提出者を選定するための基準 

  本案件では、提案書の提出者の選定を行わず、参加資格の確認のみ行う。 

 

４ 選定スケジュール 

  平成２８年１２月１４日        公告 

       １２月２８日        参加表明書提出締め切り 

  平成２９年 １月１３日        提案書提出にあたっての質問締め切り 

        ２月 ３日        提案書提出締め切り 

        ２月 ８日        審査 

        ２月１５日        事業者決定、決定通知発送 

２月１６日        契約に向けた打ち合わせ開始 

 

５ 提案書を特定するための評価基準 

（１）業務の実行能力 

・作業処理方法全般の妥当性 

・作業の計画性 

・作業体制 

・作業方法の具体性 

・作業の正確性 
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・作業の迅速性 

（２）リスクとその対処方法 

   ・情報保護に関する社内の管理体制 

   ・業務における情報保護の確実性 

（３）事業実施における総合的な経済性 

・作業コストの経済性 

（４）業務を安定的に遂行する能力 

・児童手当現況届、同種又は類似業務の実績の内容 

（５）業務実施方針及び手法 

・説明書の理解度 

・事業実施計画の妥当性 

（６）見積額の妥当性 

・提案限度額との整合性 

 

６ 手続等 

（１）担当部課 

世田谷区子ども部子ども育成推進課子ども医療・手当係（第２庁舎１階６番窓口） 

住所 〒154－8504 世田谷区世田谷４－２１－２７ 

電話 03-5432-2309 ＦＡＸ03-5432-3016 

Ｅメールアドレス： ＳＥＡ０２２３６＠mb.city.setagaya.tokyo.jp 

 

（２）説明書の交付期間、場所及び方法 

① 交付期間 

平成２８年１２月１４日（水）～平成２８年１２月２８日（水） 

② 交付場所 

上記（１）に同じ。 

③ 交付方法 

希望者に無償配付する。 

（受付期間：午前８時３０分～午後５時まで 土日祝日除く） 

 

（３）参加表明書の受領期限並びに提出場所及び方法 

① 受領期限 

平成２８年１２月２８日（水） 午後５時まで必着 

② 提出場所 

上記（１）に同じ。 

③ 提出方法 

持参に限る。 
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（４）質疑・回答 

① 質問受付 

平成２８年１２月１５日から平成２９年１月１３日午後５時まで 

質問は電子メールで行うこと。 

② 回答 

平成２９年１月１７日 

質問内容及び回答書は、参加表明者宛に電子メールで送信する。 

 

（５）提案書の受領期限並びに提出場所及び方法 

① 受領期限 

平成２９年２月３日（金）午後５時まで必着 

② 提出場所 

上記（１）に同じ。 

③ 提出方法 

持参に限る。 

 

７ その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約保証金 免除 

（３）契約書作成の要否 要 

（４）当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との 

随意契約により締結する予定の有無 無 

（５）参加表明書及び提案書の作成ならびに提出にかかる費用の負担については、世田 

谷区では一切負担しない。 

（６）参加を表明した者及び提案書を提出した者からの提出物は返却しない。 

（７）本件選定は、契約相手方となる候補者を選定するためものであり、業務の仕様につ

いては、選定過程において区が提示した資料及び提案者による提案内容に拘束され

ない。最終的な仕様は、選定された候補者と区とで仕様調整を行い、双方の合意に

より確定するものとする。 

 （８）区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに 

提案書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。  

 （９）提出された書類に虚偽の記載があることが判明した場合、その者が行った提案は無

効とする。 

 （１０）本件は、平成２９年度予算の配当を条件として契約する。 

（１１）詳細は「児童手当作業委託事業者選定説明書」による。 

 


